
2025年8月時点

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥32,242 ¥34,636 ¥37,133 ¥39,527 ¥41,887

第2段階 ¥47,842 ¥50,236 ¥52,733 ¥55,127 ¥57,487

第3段階① ¥55,642 ¥58,036 ¥60,533 ¥62,927 ¥65,287

第3段階② ¥76,942 ¥79,336 ¥81,833 ¥84,227 ¥86,587

第4段階 ¥104,242 ¥106,636 ¥109,133 ¥111,527 ¥113,887

¥127,485 ¥132,273 ¥137,266 ¥142,054 ¥146,773

¥150,727 ¥157,909 ¥165,399 ¥172,581 ¥179,660

※30日分（食費・居住費を含む）

【 料金内訳 】

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

1 割負担 589単位/日 659単位/日 732単位/日 802単位/日 871単位/日

2 割負担 1,178単位/日 1,318単位/日 1,464単位/日 1,604単位/日 1,742単位/日

3 割負担 1,767単位/日 1,977単位/日 2,196単位/日 2,406単位/日 2,613単位/日

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 （基準費用額）

300円/日 390円/日 650円/日 1,360円/日 1,700円/日 1,445円/日

居住費 従来型多床室 0円/日 430円/日 430円/日 430円/日 1,000円/日 915円/日

※食費（食材料費+調理費相当）　　※居住費（室料+光熱水費相当）

【 介護保険の給付対象とならないサービス費 】

※おむつ代は介護保険給付対象となっています。

【 加算（１割負担） 】

　　　　　　　　　　　　洗　濯　※施設内で行う洗濯 無　料
クリーニングサービス（必要なものに限る） 要した費用の実費

医療費
（診療費、薬剤費、インフルエンザ等予防接種）

要した費用の実費

日常生活上必要となる諸費用
（個人使用の化粧品、嗜好品、日用品等）

要した費用の実費

日常生活用品購入代行サービス 無　料

理　髪 要した費用の実費

特別養護老人ホーム　豊寿園　利用料金表

多床室（2人・4人部屋）

1 割負担

2 割負担

3 割負担

介護福祉施設サービス費

従　来　型
多　床　室

自　　費

食　　費

特別な食事 要した費用の実費



加算料金

\36／日

\13／日

\4／日

\8／日

\72／日

\144／日

\680／日
\780／日

\1,280／日
\1,580／日

\325／日

\650／日

\1,300／日

\11／日

\6／食

\110／月

\400／月

\100／月

\28／日

\12／日

\20／月

個別機能訓練加算Ⅰ
機能訓練指導員を配置し、入所者に対して個別機能訓練計画書
を作成、その計画に基づき機能訓練を実施し、効果や実施方法
を評価する取組により算定できる加算

個別機能訓練加算Ⅱ

利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働
省に提出し、個別訓練の実施にあたり当該情報その他機能訓練
の適切かつ有効な実施に必要な情報を活用していることで算定
できる加算

経口維持加算Ⅰ

現に経口で食事摂取する者で、摂食・嚥下機能の低下が認めら
れる入所者に対し、医師又は歯科医師の指示で、医師・歯科医
師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他職種の者が共
同して、経口維持計画書を作成・実施し、入所者の栄養管理のた
めの食事の観察および会議等を定期的に行うことで算定される
加算

経口維持加算Ⅱ

協力歯科医療機関を定め、同加算（Ⅰ）を算定している場合で、
入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事
の観察及び会議等に、医師（人員基準に規定する医師を除く。）、
歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか１名以上が
加わった場合に算定される加算

経口移行加算

経管栄養から経口摂取への移行を支援するための加算。医師や
管理栄養士、看護師などが共同で計画を作成し、その計画に基
づいて入所者への支援が行われた場合に算定される加算
※算定日数：計画が作成された日から起算して180日以内の期間
に限る
（ただし、180日を超えても、医師の指示に基づき継続して経口摂
取を進めるための栄養管理や支援が必要とされる場合には、引

栄養マネジメント強化加算
入所者の栄養状態を適切に管理し、健康を維持するための取り
組みを評価する加算

療養食加算
特定の疾患（糖尿病や腎臓病、貧血等）を持つ利用者に対して、
医師の指示（食事箋）に基づき、管理栄養士または栄養士が献立
を作成し、適切な療養食を提供することで算定される加算

口腔衛生管理加算Ⅱ

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者
に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上実施し、歯科医師や歯科
衛生士が介護職員に技術的助言や指導を行い、入所者の口腔
衛生管理計画を作成・実施し、厚生労働省に情報を提出し、適切
な管理を行うことで算定される加算

看取り介護加算Ⅰ3
看取り介護加算Ⅱ3

算定日：死亡日の前日・前々日

看取り介護加算Ⅰ4
看取り介護加算Ⅱ4

算定日：死亡日

配置医師緊急時対応加算
（早朝・夜間及び深夜を除く配置
医師の勤務時間外の場合） 配置医師と施設の間で、緊急時の対応方法や情報共有の具体

的な取り決め、複数名の配置医師を配置するか、協力医療機関
の医師と連携して24時間対応可能な体制を確保したうえで、入所
者が急変した際に、配置医師が対応した場合に算定する加算
※看護体制加算Ⅱを算定している場合に算定可能

配置医師緊急時対応加算
（早朝・夜間に対応を受けた場
合）

配置医師緊急時対応加算
（深夜に対応を受けた場合）

看護体制加算Ⅱ（ロ）
入所者25人ごとに常勤換算で1人以上の看護師を配置し、24時
間の連絡体制を整えていること

看取り介護加算Ⅰ1
看取り介護加算Ⅱ1

終末期にある高齢者に対して、24時間の医療連携体制等により
介護施設で行われる「看取り介護」を評価し、その取り組みに対
する加算
算定日：死亡日以前31日～45日

看取り介護加算Ⅰ2
看取り介護加算Ⅱ2

算定日：死亡日以前4日～30日

日常生活継続支援加算Ⅰ

要介護度4以上、日常生活に支障を来す恐れのある症状または
行動がある利用者を受け入れ、入所者の日常生活を営む上での
課題を把握し、状況等の評価を行い、利用者への適切なケアを
図ることを評価する加算

夜勤職員配置加算Ⅰ（ロ）
夜間の人員基準よりも介護職員と看護職員を多く配置し、安全性
を保っている事業所を評価する加算

看護体制加算Ⅰ（ロ）

入所者重度化に対して必要となる、医療・看取り介護に対応し、
死を迎えるまで生活する住まいである「終の棲家」としての役割を
担うために看護職員を手厚く配置している事業所を評価する加算
常勤の看護師を1人以上配置

主な加算 説明



\20／月

\30／月

\60／月

\5／日

\10／月

\100／月

\10／月

\5／月

\30／日

\20／回

\246／日

\50／月

\3／月

\13／月

\250／回

\200／回

\3／日
\4／日

14％/月

認知症専門ケア加算Ⅰ
認知症専門ケア加算Ⅱ

認知症の介護について一定の経験を持ち、認知症ケアに関する
専門的な研修を終了した職員がサービス提供を実施することを
評価する加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ
施設のケアマネジャーや事務職員等を含む、介護サービスに従
事する職員の処遇改善を図るための加算

褥瘡マネジメント加算Ⅱ
評価の結果、入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用
者について、褥瘡の発生がないことで算定できる加算

退所時情報提供加算

入所者が退所する際や入院する際に、医療機関や次の施設に対
して生活状況や健康状態等に関する情報を提供することで算定
される加算
※算定回数：1月に1回に限る

再入所時栄養連携加算

入所者が医療機関に入院し、その後退院して再入所した際に、
栄養状態や摂食機能が以前と大きく異なる場合、医療機関の管
理栄養士と施設の管理栄養士が連携して再入所後の栄養管理
に関する調整を行うことで評価される加算
※算定回数：退院時1回に限る

外泊時費用

入所者が、病院への入院や自宅などでの外泊を行った際に算
定。この費用は、施設がその期間中も入所者の居室を確保し、必
要な対応を行うためのものである。
※算定日数：外泊翌日から1か月につき最大6日間
（月をまたぐ場合は最大12日間）

科学的介護推進体制加算Ⅱ

高齢者の尊厳を保持し、自立した日常性生活を支援することを理
念とした介護保険サービスにおいて、科学的介護情報システム
（LIFE）へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイ
クルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算

褥瘡マネジメント加算Ⅰ
医師や看護師、管理栄養士など多職種が協力して褥瘡ケア計画
を作成・実施することで、褥瘡（床ずれ）の発生を予防し、適切に
管理する取り組みを評価するための加算

高齢者施設等感染対策向上加
算Ⅱ

医療機関から3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の
感染制御に関する実地指導を受けることが必要

初期加算
ご利用者が施設に慣れるまでの支援を評価する加算
※算定日数：入所日を起点とし、上限30日以内
※30日以上入院し、再入所された場合も算定

安全対策体制加算
事故の発生を防止し、万が一事故が発生した際に適切な対応を
行うための体制を評価する加算
※算定回数：新規入所時に1回に限る

生産性向上推進体制加算Ⅱ
介護ロボットやICT技術の導入を通じて、職員の負担軽減や介護
サービスの質向上を図る取り組みを評価する加算

協力医療機関連携加算

協力医療機関との実効性のある連携体制を構築し 、入所者また
は入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する
ことで、入所者または入居者の健康管理をより効果的に行ってい
ることを評価する加算

高齢者施設等感染対策向上加
算Ⅰ

新興感染症の発生時に対応する医療機関との連携体制を構築
し、施設内で感染者が発生した場合に、感染拡大を防止し、感染
者の療養を行うための医療機関との連携体制を評価する加算
感染対策に関する研修に年1回以上参加が必要

ADL維持等加算Ⅰ
入所者のADL値を一定期間評価し、日常生活動作（ADL）の維持
や改善に取り組む成果を評価するための加算
ADL利得（改善度合い）が「1以上」で算定可能

ADL維持等加算Ⅱ
入所者のADL値を一定期間評価し、日常生活動作（ADL）の維持
や改善に取り組む成果を評価するための加算
ADL利得（改善度合い）が「3以上」で算定可能

精神科医療養指導加算
入居者の精神的・心理的ケアの質を向上させることを目的とし
て、精神科を担当する医師が月に2回以上療養指導を行った場
合に算定される加算

個別機能訓練加算Ⅲ

入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の
情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要
な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の
栄養状態に関する情報を相互に共有していることで算定できる加
算


